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重 要 事 項 説 明 書  

（令和 7 年 4 月 1 日現在） 

 

１ 当センターが提供するサービスについての相談窓口 

  担 当  吉留 毅 

  電話番号  ０４８－５５１－５０２２（午前９時～午後５時まで） 

 

２ デイサービスセンター ミモレットの概要及び職員体制 

 （１）提供できるサービスの種類と地域 

事 業 所 名 デイサービスセンターミモレット 

住     所 埼玉県深谷市上柴町東５－３－５ 

介護保険指定番号 指定通所介護事業（埼玉県 1174601847 号） 

通常の事業の実施地域 熊谷市・深谷市・本庄市 

寄居町・美里町・上里町 

＊ 上記地域以外の方でもご希望の方はご相談ください。 

 （２）同センターの職員体制 

 資格 人数 

管理者 ・介護支援専門員／ 

介護福祉士 

1 名 

生活相談員 ・介護福祉士 2 名以上 

 

介護職員 ヘルパー２級 

初任者研修 

3 名以上 

看護職員 准看護師 1 名（機能訓練指導員と兼務） 

機能訓練指導員 准看護師 1 名（看護職員と兼務） 

（３）同センターの設備の概要 

定      員 25 名 

食堂兼機能訓練室 1 室   99.18 ㎡ 

静 養 室  1 室   7.45 ㎡ 

浴 室 一般浴槽、機械浴槽 

送 迎 車 2 台 

 

３ サービス内容 

 ①送迎   ・車椅子の利用を余儀なくされている方、脚部に不安があり車椅子を使用する方に 

        ついては職員にご相談下さい。 

       ・乗降については、転倒する事などがないように介助をしていきます。 

 ②食事   ・嗜好調査を行い、主食の固さ、主菜の大きさ、箸、スプーンが必要であるかを調 
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        べ利用者に合った食事を提供していきます。 

・必要があれば、食事の介助をおこないます。 

 ③入浴   ・残存機能の低下を防ぐために、なるべく利用者自身が行うよう声がけをしていき

ます。 

        ・一部介助、全介助については、職員の介護技術をもって事故のないように介助

をしていきます。 

 ④日常動作訓練・レクリェーションを取り入れて、利用者が意識せずに自然に行える日常動作訓

練を行います。 

 ⑤生活相談  ・利用者とのコミュニケーションの中から、家庭での日常生活についてどの     

ように過ごされているのかを把握し、その事について、共感をしたり、アドバ

イスを行います。 

４ サービス利用料金  

 （１）【契約書別紙】をご覧ください。   

 （２）支払い方法 

  実費負担分及び介護保険の一割負担についての料金は毎月、２０日までに前月分の請求を致し 

ますので、請求月末日までにお支払いください。お支払いいただきますと、領収書を発行しま 

す。お支払い方法は、現金集金、自動引き落としの 2 通りの中からご契約の際に選べます。 

５ 当センターの特徴 

 （１）運営の方針 

  ○利用者の皆様一人一人の生き方、主体性を尊重し、適切な介護サービスを提供して、地域社 

   会に貢献します。 

  ○「心」を介護の基本とし、思いやりと温かさと安心を、誠意を持って提供します。 

 （２）サービス利用のために 

事項 有  無 備  考 

男性介護職員の有無 有  

時間延長の可否 有  

従業員への研修の実施 有  

理美容の有無 無  

 （３）サービス利用にあたっての留意事項 

  ・送迎時間の連絡 

   送迎時間については、事業者と利用者様との契約書取り交わしの時に決めさせていただきま 

   す。尚、時間変更等ある場合には前もって連絡させていただきます。 

   ご家族様等の事情により送迎時間の変更を行う場合は、前日までにご連絡ください。 

  ・体調確認 

   来所時にバイタルチェック（体温、血圧、脈拍）を行います。体調不良を訴えた場合は速や 

かにご家庭に連絡をとりサービスの継続を行うかどうかを相談致します。 

  ・時間変更 

   利用日、利用時間の変更がある場合は、前日午後６時までに担当ケアマネ、もしくは、当事 
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   業所へご連絡ください。 

 

  ・設備、器具の利用 

   管理規定により、故意によって、設備・器具に損害を与えた場合は現状に回復をしいただ 

   きます。 

  ・その他 

   送迎時に事故や工事などに遭遇した場合、やむを得ず遅れる場合があります。 

お迎えの時に体調不良がある場合は、当事業所のご利用をお断りすることもあります。 

    ・サービス提供時間短縮による留意点 

   事前の連絡がなく、利用者様、又はそのご家族様の選定により、サービス提供時間を短縮し 

た場合は、当月計画されたサービス提供票に沿った利用料を徴収致しますので、ご了承くだ 

さい。事業所のやむを得ない事由によるサービス提供時間の短縮はこの限りではありません。 

６ 緊急時の対応方法 

  サービスの提供中に容態の急変等があった場合は、事前の打ち合わせにより、主治医、救急隊 

  、ご親族、居宅介護支援事業者等へ連絡をいたします。 

主治医 病院名・医師名  

住所・電話番号  

ご家族 ご家族氏名  

住所・電話番号  

 

７ 事故発生時の対応 

（１） 当事業所は、利用者様に対する通所介護サービスの提供により事故が発生した場合は、市

町村、当該利用者の家族、当該利用者様に係わる居宅介護支援事業者等に連絡を行うとと

もに、必要な措置を講じさせて頂きます。 

 （２）（１）における事故が発生した場合には、事故の状況及び事故に際してとった処置につ 

    いて記録します。 

 （３）当事業所は、利用者様に対する通所介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生した 

場合は、損害賠償を速やかに行います。 

  

８ 秘密保持 

（１） 事業者及び事業者の使用する者は、個人情報保護法等に測り、サービス提供する上で知り得 

た利用者様及びそのご家族様に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。（但し、 

必要と認められる場合、利用者の家族状況、身体状況等についてサービス担当者会議におい 

て用いることがあります。） 

（2）事業者の従業者であった者に、業務上知り得た利用者様又はそのご家族様の秘密を保持させ

る為、従業者でなくなった後においても これらの秘密を保持するべき旨を従業者との雇用

契約の内容とします。 

（3） 利用者又はその家族の個人情報について。「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省
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が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」

を遵守し、適切な取り扱いに努めます。 

９ その他、運営についての留意点 

 （１）当事業所は、従業者の資質向上を図るため、研修の機会を次の通り設けるものとし、又、 

    業務体制を整備します。 

 （２）事業所内研修   年１回以上 

 （３）事業所外研修   必要に応じてその都度 

   その他、運営に必要な事項は、株式会社あたたかい手代表取締役と事業所の管理者と 

   の協議に基づいて定めるものとします。 

 

１０ 非常災害対策 

 ・出火時の対応 

  初期出火  全員が協力して、消火器を有効に活用し、適切な初期消火を行うとともに避難 

        誘導を行います。 

  （ア）避難誘導 建物内の全員に、メガホン等を使用して火災を知らせ、方向等を指示いたし 

ます。 

  （イ）通報連絡 火災が発生した場合、直ぐに消防機関に通報するとともに、他の者に火災の 

          発生を知らせ、さらに緊急連絡一覧表により関係者に速やかに連絡する。 

  （ウ）その他  利用者様のお引渡しにあたっては、職員が必ず立会い、指導日誌等に記入い 

たします。保護者が引き取りできない場合の代理人については、事前に確認 

しておき、帰宅先について確認をいたします。 

 ・地震による被害の防止措置 

   地震により、火災発生の恐れのある火気設備器具は、原則として使用中止しやむを得ず使用 

   する場合は、最小限といたします。 

 ・防火設備  消火器等 

 ・消火訓練  適宜実施致します。 

 ・防火責任者 吉留毅 

 

１１ サービス内容に関する苦情 

① 当事業所ご利用者相談・苦情相談窓口 

受付 担当   生活相談員 三輪和徳 

苦情解決責任者 管理者   吉留 毅 

        電話番号  ０４８－５５１－５０２２ 

受付時間  午前 8：30～17：30 まで 

受付日   月曜～土曜日まで（但し 12/31～1/2、8/14～15 迄は除く） 

② 苦情処理の体制および手順 

1 苦情受付担当者は、利用者、家族等からの苦情を随時受け付ける。苦情受付後、内容

の整理申出人の意向（苦情解決の方法）の確認を行う。 
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2 苦情受付担当者は、苦情を苦情解決責任者へ報告を行う。 

3 苦情解決責任者は、事実内容確認、原因追及、対応、是正内容の検討を実施する。 

検討後、申出人との話し合いにより解決を図る。（必要に応じて法人代表者へ報告を行

う） 

4 苦情受付担当者は、苦情受付から、解決、改善迄の経過について書面に記録し再発予

防を図るとともに、必要に応じて各関係機関及び第三者委員、国保連合等への報告を

行う。 

       

③ その他当事業所以外に、以下の市町村の相談・苦情窓口等に苦情を伝えることができます。 

ア、 利用者がお住まいになられている市町村役場 介護保険担当課 

大里広域市町村圏組合 介護保険課   電話 048－501－1330 

深谷市役所 長寿福祉課        電話 048－574－8544 

熊谷市役所 長寿いきがい課      電話 048－524－1402 

本庄市役所 介護保険課        電話 0495－25－1719 

寄居町役場 福祉課          電話 048－581－7718 

美里町役場 介護福祉課        電話 0495－76－5132 

 

イ、 埼玉県国民健康保険団体連合会 

         電話  ０４８－８２４－２５６８ 

ウ、 大里広域市町村圏組合（介護保険課） 

           電話   ０４８－５０１-１３３０ 

 

１２ 埼玉県福祉サービス第三者評価の有無  

   無し 

 

１３ 虐待の防止について 

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次に掲げるとおり必要

な措置を講じます。 

（1） 虐待防止に関する担当者を選定しています。 

虐待防止に関する担当者 (職・氏名を記載する) 管理者 吉留 毅 

（2） 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図

っています。 

（3） 虐待防止のための指針の整備をしています。 

（4） 従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修及び新人職員研修を実施しています。 

（5） サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（現に養護している家族・親族・同居人等）による

虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。 
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１４ 当社の概要 

  名称・法人種別     株式会社 あたたかい手 

  代表者役職・氏名    代表取締役  伊藤捷雄 

  所在地         埼玉県深谷市上柴町東５－３－５ 

  電話番号        ０４８－５５１－５０２２ 

   

法人の事業       サービス付き高齢者向住宅  １ヶ所 

            住宅型有料老人ホーム    ２ヶ所 

通所介護事業所       3 ヶ所 

              訪問介護事業所       １ヶ所 

              地域密着型通所介護     1 ヶ所 

              家庭保育室         １ヶ所 
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【契 約 書 別 紙】 

（令和 7 年 4 月 1 日） 

○ 担当者 

氏 名  吉留 毅（管理者） 

連絡先  048-551-5022 

 

○ 通所介護サービスの内容 

・ご利用日         毎週日～金曜日 

・営業時間         午前 8：30～午後 5：30 まで 

・サービス提供時間     午前 9：45～午後 5：00 まで 

・ご利用場所        デイサービスセンターミモレット 

・ご利用可能設備等     食堂兼機能訓練室  99.18 ㎡ 

              相談室 

              浴室（普通浴槽）（機械浴槽） 

              送迎車      2 台 

・サービス内容       通所介護計画に沿って、送迎、食事の提供、入浴介助、 

              日常動作訓練、その他必要な介護等を行います。 

 

○ サービス利用料金 

 

 通常規模型通所介護（3 時間以上 4 時間未満） 

要介護度 基本単位 利用料 
利用者負担額 

1 割負担 2 割負担 3 割負担 

要介護 1 370 3,751 円 376 円 751 円 1,126 円 

要介護 2 423 4,289 円 429 円 858 円 1,287 円 

要介護 3 479 4,857 円 486 円 972 円 1,458 円 

要介護 4 533 5,404 円 541 円 1,081 円 1,622 円 

要介護 5 588 5,962 円 597 円 1,193 円 1,789 円 

 

 通常規模型通所介護（4 時間以上 5 時間未満） 

要介護度 基本単位 利用料 
利用者負担額 

1 割負担 2 割負担 3 割負担 

要介護 1 388 3,934 円 394 円 787 円 1,181 円 

要介護 2 444 4,502 円 451 円 901 円 1,351 円 

要介護 3 502 5,090 円 509 円 1,018 円 1,527 円 

要介護 4 560 5,678 円 568 円 1,136 円 1,704 円 

要介護 5 617 6,256 円 626 円 1,252 円 1,877 円 
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 通常規模型通所介護（5 時間以上 6 時間未満） 

要介護度 基本単位 利用料 
利用者負担額 

1 割負担 2 割負担 3 割負担 

要介護 1 570 5,779 円 578 円 1,156 円 1,734 円 

要介護 2 673 6,824 円 683 円 1,365 円 2,048 円 

要介護 3 777 7,878 円 788 円 1,576 円 2,364 円 

要介護 4 880 8,923 円 893 円 1,785 円 2,677 円 

要介護 5 984 9,977 円 998 円 1,996 円 2,994 円 

 

 通常規模型通所介護（6 時間以上 7 時間未満） 

要介護度 基本単位 利用料 
利用者負担額 

1 割負担 2 割負担 3 割負担 

要介護 1 584 5,921 円 593 円 1,185 円 1,777 円 

要介護 2 689 6,986 円 699 円 1,398 円 2,096 円 

要介護 3 796 8,071 円 808 円 1,615 円 2,422 円 

要介護 4 901 9,136 円 914 円 1,828 円 2,741 円 

要介護 5 1008 10,221 円 1,023 円 2,045 円 3,067 円 

 

 

 通常規模型通所介護（7 時間以上 8 時間未満） 

要介護度 基本単位 利用料 
利用者負担額 

1 割負担 2 割負担 3 割負担 

要介護 1 658 6,672 円 668 円 1,335 円 2,002 円 

要介護 2 777 7,878 円 788 円 1,576 円 2,364 円 

要介護 3 900 9,126 円 913 円 1,826 円 2,738 円 

要介護 4 1023 10,373 円 1,038 円 2,075 円 3,112 円 

要介護 5 1148 11,640 円 1,164 円 2,328 円 3,492 円 

 

 通常規模型通所介護（8 時間以上 9 時間未満） 

要介護度 基本単位 利用料 
利用者負担額 

1 割負担 2 割負担 3 割負担 

要介護 1 669 6,783 円 679 円 1,357 円 2,035 円 

要介護 2 791 8,020 円 802 円 1,604 円 2,406 円 

要介護 3 915 9,278 円 928 円 1,856 円 2,784 円 

要介護 4 1041 10,555 円 1,056 円 2,111 円 3,167 円 

要介護 5 1168 11,843 円 1,185 円 2,369 円 3,553 円 
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○各種加算料金等 

 

加算名称 

 

基本単位 

 

利用料 

 

利用者負担額 

1 割負担 2 割負担 3 割負担 

入浴介助加算Ⅰ（1 日に

つき） 40 405 円 41 円 81 円 122 円 

科学的介護推進体制加算

（月 1 回） 40 405 円 41 円 81 円 122 円 

同一建物に居住する利用

者の減算（1 日につき） -94 -953 円 -96 円 -191 円 -286 円 

送迎を行わない場合の減

算（片道） -47 -476 円 -48 円 -96 円 -143 円 

 

○介護職員等処遇改善加算Ⅱ 

介護職員等処遇改善加算Ⅱの単位数 利用料（10 割） 利用者負担額 

介護報酬総単位数×9.0％ 

（1 単位未満の端数は四捨五入） 

左の単位数×10.14 円 

（1 円未満の端数は切り捨て） 

負担割合に応じた額 

（1 円未満の端数は切り捨て） 

 

・科学的介護推進体制加算 

入居者、利用者ごとの、ADL 値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況、その他の入居

者、利用者の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。 

必要に応じてサービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、上記の情報その

他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。 

・同一建物減算等の適用を受ける利用者の区分支給限度基準額の管理については、当該

加算を受ける者と受けない者との公平性の観点から、減算の適用前（同一建物に居住

する者以外の者に対して行う場合）の単位数を用いることとする。 

・深谷市：地域区分７級地により、1 単位 10.14 円で計算する。 

・介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用料金は全額利用者自己負担となります。 

    ・昼食代          1 食あたり 677 円です。 

    ・延長料金 
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     通常のサービス提供時間を超えた通所介護サービスの利用については、職員及び 

担当ケアマネージャーにご相談下さい。 

    ・その他実費   通常の実施地域を超えて行う送迎に要する費用 

ア、 通常の事業の実施地域を超えてから利用者宅までの片道１０キロ未満

620 円 

イ、 通常の事業の実施地域を超えてから利用者宅までの片道１０キロ以上

620 円に 10 キロを超す距離１キロあたり 62 円を加算した額 

    ・介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により、保険給付金が、直接、事業所に支

払われない場合があります。その場合は一旦１日あたりの利用料金をいただき、サー

ビス提供証明書を発行します。サービス提供証明書を後日市町村の介護保険担当窓口

に提出しますと、差額の払い戻しを受けることができます。 

     

 

  


